
 

  

 

 

前回は，刑務所について御紹介しました。今回は，少年院について，御紹介します。 

 

    

            

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 少年院では，少年法の健全育成の理念のも

と，在院者の改善更生と円滑な社会復帰のため 

「矯正教育」と「社会復帰支援」 

を行っています。 

少年院とは 

少年院は，おおむね１２歳から２０歳※までの少年を収容していま

す。また，１６歳未満の受刑者を収容することもあります。 

※家庭裁判所の決定などにより，収容を継続することができます。 

  

少年院は，家庭裁判所により少年院送致の保護処分として決定を受けた少年を収

容する施設です。四国には，四国少年院，丸亀少女の家，松山学園の３つの少年院

があります。 

 

矯正教育 
矯正教育は，在院者の特性に応じ，生活指導，職業指導，教科指導，体育指導，

特別活動指導を組み合わせて行います。 

※教育内容は少年院によって異なります。 

自立した生活のための基本的な知識や生活態度を身に付けるための

指導を行います。 

例えば，在院者一人一人に「個別担任」として担当の法務教官がつ

き，非行内容や家族関係，非行に至った本人の問題点などについて１

対１で繰り返し面接を行いながら指導する個別面接のほか，集団討議

やＳＳＴ（対人行動能力を向上させるための訓練）等の各種指導が行

われています。 

職業指導 
勤労意欲を高め，職業上有用な知識や技能を身に付けるための指導を行います。 

例えば，就労や職場定着のために必要な知識や技能の習得を図るため，ビジネ

スマナーや対人関係円滑化指導，パソコン操作能力の向上等の指導が行われてい

ます。また，野菜や花の栽培や収穫等を通して，職業人としての自覚と勤労意欲

を高め，望ましい勤労観・職業観を身に付けるための指導も行われています。 

教科指導 義務教育や高等学校への進学等を希望する者に対する指導を行います。 

希望する者には，高等学校卒業程度認定試験を受験する機会があります。 

 

生活指導 

個別面接 

教科指導 



【問合せ先】 

法務省高松矯正管区更生支援企画課  

〒７６０‐００３３ 香川県高松市丸の内１‐１ 高松法務合同庁舎 

ＴＥＬ：０８７‐８２２‐４４６０ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在院者は，少年院での教育を通して，自らの問題を見つめ直し，

改善して社会に戻っていきます。社会に戻った少年たちが，再犯

しないためには，本人の努力のほかに，地域の皆様の援助が不可

欠です。 

少年たちの立ち直りへの御理解と御協力をお願いします。 

円滑な社会復帰を図るため，出院後に自立した生活を行うことが難しい者に対し，

修学・就業の支援，帰住先の確保，医療・福祉機関との連携による継続的な支援な

どを行っています。 

社会復帰支援 

体育指導 
自立した社会生活を営むための健全な心身を育てることを目的とした指導を行

っています。 

例えば，サッカーやバレーボール，剣道，なぎなた，水泳などを行っています。 

特別活動指導 
社会貢献活動や野外活動など，情操を豊かにし，自主性，自律性，協調性を育

てるための指導を行います。社会貢献活動は，地域の公園や施設の掃除，老人ホ

ームにおける介護体験など，社会の一員としての貢献活動を実施しています。   

また，地域の方々の協力を受け，四季折々の催しを行うなど，地域の方々との

ふれあいを大切にし，在院者の情操を豊かにするための指導を行っています。 

◎ 就労支援では，キャリアカウンセリング等を通じて，在院者の就労への意欲の喚起を行ってい

ます。また，ハローワーク等との連携などにより，出院後の就労先の確保に力を入れています。 

◎ 障害等により，自立が困難な在院者も一定数おり，地域生活定着支援センター等と連携の上，

スムーズに福祉サービスの利用につなげるとともに，帰住先の確保を行っています。 

◎ 出院後の進路・交友関係などについて悩みがある出院者やその保護者等からの相談に応じてい

ます。 

出典：少年の立ち直り×地方創生のススメ 


